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新株予約権（ストックオプション）の発行取り止めのお知らせ 
 
 
当社は、平成 25 年 4 月 12 日開催の取締役会において、会社法第 236 条、会社法第 238 

条及び第 240 条の規定に基づき、当社取締役及び当社従業員に対して新株予約権（ストッ

クオプション）を発行することについて決議いたしましたが、その後、急激な当社株式の

株価変動が生じたこと等の事情を勘案しまして、平成 25 年 4 月 26 日開催の取締役会にお

いて、当該新株予約権の割当日（平成 25 年 4 月 30 日）における大阪証券取引所（JASDAQ）

の当社普通株式の普通取引の終値等の諸条件をもとに第三者評価機関が算定した当該新株

予約権 1 個当たりの公正価額に基づき、当社が決定したその公正価額が 50,955 円を超える

ことを条件として、当社取締役及び当社従業員に対する当該新株予約権の発行を取り止め

る旨の決議をいたしました。 
本日、当社が決定した上記公正価額が 50,955 円を超えたことから、上記取締役会決議に

基づき、当該新株予約権（ストックオプション）の発行を取り止めましたのでお知らせい

たします。 
 
 
【注】 

なお、平成 25 年 4 月 12 日開催の取締役会において発行を決議いたしました新株予約権

の内容等につきましては、平成 25 年 4 月 12 日付の「当社取締役に対する新株予約権（ス

トックオプション）の発行に関するお知らせ」及び「当社従業員に対する新株予約権（ス

トックオプション）の発行に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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